
JP 2010-5890 A 2010.1.14

10

(57)【要約】
【課題】部材のがたつきを抑止し、キャップを開閉する
際の質感を向上させ、更に、がたつきにより部材が外れ
ることを防止するキャップ付き印鑑を提供する。
【解決手段】本体１に取り付けられた固定レール７と、
その上端にヒンジ部１２ｃが形成され、固定レール７に
スライド自在に取り付けられたスライド部材１２と、ヒ
ンジ部１２ｃに、結合部２ａでヒンジ結合され、印鑑収
納部１ａの開口部を閉塞・開放するキャップ２と、キャ
ップ２が閉塞している状態で、その一端が結合部２ａと
当接して、キャップ２の開放を防止するスライド部材１
２にスライド自在に取り付けられたクリップ４を有し、
スライド部材１２に、クリップ４と当接する突起１２ｉ
を形成して、クリップ４とスライド部材１２とのがたつ
きを防止する。スライド部材１２下端を下側に延出し、
クリップ４の側板部４ａと当接する傾動抑止片１２ｋを
設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端が開口した印鑑収納部（１ａ）を有する本体（１）と、
　前記印鑑収納部（１ａ）内に収納され、その先端が前記印鑑収納部（１ａ）の開口部か
ら突出した印鑑（３）と、
　前記本体（１）の一側面に沿って、当該一側面と離間して前記本体（１）に取り付けら
れた固定レール（７）と、
　その上端にヒンジ部（１２ｃ）が形成され、前記固定レール（７）と対向して、当該固
定レール（７）にスライド自在に取り付けられたスライド部材（１２）と、
　前記スライド部材（１２）のヒンジ部（１２ｃ）に、その一側面に形成された結合部（
２ａ）でヒンジ結合され、前記印鑑収納部（１ａ）の開口部を閉塞・開放するキャップ（
２）と、
　前記キャップ（２）が閉塞している状態で、前記結合部（２ａ）と当接して、キャップ
（２）の開放を防止する、前記スライド部材（１２）と対向して、当該スライド部材（１
２）にスライド自在に取り付けられたロック片（４ｄ）を有し、
　前記ロック片（４ｄ）を前記スライド部材（１２）に対して下側にスライドさせると、
当該ロック片（４ｄ）の前記結合部（２ａ）への当接が解除されて、キャップ（２）の開
放が可能になるキャップ付印鑑において、
　前記スライド部材（１２）に、ロック片（４ｄ）側に突出する突起（１２ｉ）を形成し
たことを特徴とするキャップ付印鑑。
【請求項２】
　突起（１２ｉ）の縦断面形状を円弧形状にしたことを特徴とする請求項１に記載のキャ
ップ付き印鑑。
【請求項３】
　突起（１２ｉ）とヒンジ部（１２ｅ）の厚さ寸法の合計を、ロック片（４ｄ）と固定レ
ール（７）の離間寸法と同一に設定したことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
キャップ付き印鑑。
【請求項４】
　ロック片（４ｄ）を、本体（１）の一側面に沿って延出させて表部（４ｅ）を形成し、
更に、前記表部（４ｅ）の両側縁を本体（１）の一側面側に延出させて側板部（４ａ）を
形成してクリップ（４）とし、
　スライド部材（１２）を、前記表部（４ｅ）と一対の側板部（４ａ）とから構成される
空間内に配設したことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載のキャップ付き
印鑑。
【請求項５】
　スライド部材（１２）下端を、下側に延出し、クリップ（４）の側板部（４ａ）と当接
する傾動抑止片（１２ｋ）を設けたことを特徴とする請求項４に記載のキャップ付き印鑑
。
【請求項６】
　傾動抑止片（１２ｋ）の、表部（４ａ）と対向する角（１２ｍ）を切り落として、傾斜
縁（１２ｎ）を形成したことを特徴とする請求項５に記載のキャップ付き印鑑。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として印鑑付ボールペンのようなポケットに収納して携行する印鑑に適し
たキャップ付印鑑に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ポケットに収納して携行する印鑑付筆記具は、特許文献１に示されるような印鑑付筆記
具が提案されている。特許文献１に示される印鑑付筆記具１５０は、図１５に示されるよ



(3) JP 2010-5890 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

うに、筆記具本体１０１の上端に、印鑑収納部１０１ａを形成し、当該印鑑収納部１０１
ａから露出するように印鑑１０３を収納したものである。この印鑑付筆記具１５０には、
胸ポケットに引っ掛けることができるようにクリップ１０７が設けられている。印鑑１０
３を使用しない時には、筆記具本体１０１の上部にヒンジ結合されたキャップ１０２が、
印鑑収納部１０１ａの開口部を閉塞し、印鑑１０３の印字面で胸ポケット等が汚れること
を防止している。
【０００３】
　キャップ１０２の開閉機構は、筆記具本体１０１の一側面と離間して当該一側面に取り
付けられたクリップ１０７に、スライド部材１１２をスライド自在に取り付け、このスラ
イド部材１１２の上端に形成されたヒンジ部１１２ｃに、キャップ１０２を結合部１０２
ａでヒンジ結合することにより実現している。また、不用意にキャップ１０２が開くこと
を防止するために、キャップ１０２の開閉機構には、ロック機構が設けられている。この
ロック機構は、スライド部材１１２に、ロック部材１０４をスライド自在に取り付け、キ
ャップ１０２が閉じている状態では、ロック部材１０４の上端に形成されたロック片１０
４ｄが、キャップ１０２の結合部１０２ａと当接し、キャップ１０２が開くことを防止す
ることにより実現している。なお、ロック部材１０４には、ロック部材１０４がスライド
部材１１２に対してスライドすることを防止するロックボタン１１５が取り付けられてい
る。キャップ１０２を開く場合には、ロックボタン１１５を押して、ロック部材１０４と
スライド部材１１２がロックしている状態を解除し、ロック部材１０４を下側にスライド
させて、ロック片１０４ｄと結合部１０２ａとの当接を解除して、キャップ１０２を開く
。
【０００４】
　しかしながら、このような構成では、キャップ１０２の開閉機構やロック機構の構造上
、スライド部材１１２とロック部材１０４間にクリアランスが必要であり、ロック部材１
０４がスライド部材１１２に対してがたついてしまい、キャップ１０２を開閉する際の節
度感が悪く、製品の質感が悪化してしまうという問題があった。更に、最悪の場合には、
ロック部材１０４が外れてしまう可能性があった。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－３９３５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決し、部材のがたつきを抑止し、キャップを開閉する際の質感
を向上させ、更に、がたつきにより部材が外れることを防止するためになされたものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の発明は、
　上端が開口した印鑑収納部１ａを有する本体１と、
　前記印鑑収納部１ａ内に収納され、その先端が前記印鑑収納部１ａの開口部から突出し
た印鑑３と、
　前記本体１の一側面に沿って、当該一側面と離間して前記本体１に取り付けられた固定
レール７と、
　その上端にヒンジ部１２ｃが形成され、前記固定レール７と対向して、当該固定レール
７にスライド自在に取り付けられたスライド部材１２と、
　前記スライド部材１２のヒンジ部１２ｃに、その一側面に形成された結合部２ａでヒン
ジ結合され、前記印鑑収納部１ａの開口部を閉塞・開放するキャップ２と、
　前記キャップ２が閉塞している状態で、前記結合部２ａと当接して、キャップ２の開放
を防止する、前記スライド部材１２と対向して、当該スライド部材１２にスライド自在に
取り付けられたロック片４ｄを有し、
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　前記ロック片４ｄを前記スライド部材１２に対して下側にスライドさせると、当該ロッ
ク片４ｄの前記結合部２ａへの当接が解除されて、キャップ２の開放が可能になるキャッ
プ付印鑑において、
　前記スライド部材１２に、ロック片４ｄ側に突出する突起１２ｉを形成したことを特徴
とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、突起１２ｉの縦断面形状を
円弧形状にしたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、突起１２ｉと
ヒンジ部１２ｅの厚さ寸法の合計を、ロック片４ｄと固定レール７の離間寸法と同一に設
定したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３に記載の発明において、ロック片４ｄを
、本体１の一側面に沿って延出させて表部４ｅを形成し、更に、前記表部４ｅの両側縁を
本体１の一側面側に延出させて側板部４ａを形成してクリップ４とし、
　スライド部材１２を、前記表部４ｅと一対の側板部４ａとから構成される空間内に配設
したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、スライド部材１２下端を、
下側に延出し、クリップ４の側板部４ａと当接する傾動抑止片１２ｋを設けたことを特徴
とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、傾動抑止片１２ｋの、表部
４ａと対向する角１２ｍを切り落として、傾斜縁１２ｎを形成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明は、スライド部材１２に、ロック片４ｄ側に突出する突起１２ｉ
を形成したことを特徴とする。
　このため、スライド部材１２とロック片４ｄとの間に大きな隙間が生じることが無く、
ロック片４ｄがスライド部材１２に対してがたつくことを抑止することが可能となり、キ
ャップ２を開閉する際の節度感が良好となり、製品の質感を向上させることが可能となっ
た。また、ロック片４ｄがスライド部材１２に対してがたつくことがないので、ロック片
４ｄがスライド部材１２から外れることを防止することが可能となった。
【００１４】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、突起１２ｉの縦断面形状を
円弧形状にしたことを特徴とする。
　このため、突起１２ｉがロック片４ｄと点接触するので、ロック片４ｄをスライド部材
１２に対してスムーズにスライドさせることが可能となる。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、突起１２ｉと
ヒンジ部１２ｅの厚さ寸法の合計を、ロック片４ｄと固定レール７の離間寸法と同一に設
定したことを特徴とする。
　このため、ロック片４ｄが、常に、スライド部材１２の突起１２ｉと当接し、ロック片
４ｄの固定レール７に対するがたつきを完全に防止することが可能となる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３に記載の発明において、ロック片４ｄを
、本体１の一側面に沿って延出させて表部４ｅを形成し、更に、前記表部４ｅの両側縁を
本体１の一側面側に延出させて側板部４ａを形成してクリップ４とし、
　スライド部材１２を、前記表部４ｅと一対の側板部４ａとから構成される空間内に配設
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したことを特徴とする。
　このため、クリップ４の側板部４ａが、スライド部材１２の両幅部分と当接するので、
クリップ４がスライド部材１２に対してがたつくことを抑止することが可能となる。
【００１７】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、スライド部材１２下端を、
下側に延出し、クリップ４の側板部４ａと当接する傾動抑止片１２ｋを設けたことを特徴
とする。
　このため、スライド部材１２の長さ寸法を長くすることにより、クリップ４のスライド
部材１２に対する傾動を抑止し、クリップ４をスライドさせる際の、クリップ４のスライ
ド部材１２に対する揺動を抑止することが可能となる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、傾動抑止片１２ｋの、表部
４ａと対向する角１２ｍを切り落として、傾斜縁１２ｎを形成したことを特徴とする。
　このため、クリップ４をスライドさせる際に、前記角１２ｍがクリップ４の表部４ｅの
裏面と接触することを防止し、クリップ４をスライド部材１２に対してスムーズにスライ
ドさせることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（第１の実施形態）
　以下、図１～図１２に本発明の好ましい実施の形態（第１の実施形態：印鑑付筆記具５
０）について本発明を説明する。１はボールペン等の筆記具本体である。筆記具本体１の
上端には、筒状で上部が開口した形状の印鑑収納部１ａが形成されている。印鑑収納部１
ａ内には、印鑑３が収納されている。印鑑３の上端は印鑑収納部１ａの開口部から更に上
方に突出している。筆記具本体１の上端には、印鑑収納部１ａの開口部を閉塞・開放する
キャップ２が配設されている。
【００２０】
　キャップ２は、図１や図２に示されるように、クリップ４の上端付近にヒンジ結合され
、ロック機構５を設けた開閉機構６により、開閉されるものである。図２～図７に示され
るように、開閉機構６は、固定レール７、クリップ４、キャップ２、スライド部材１２、
ロック機構５とから構成されている。ロック機構５は、キャップ２が閉塞した状態を保持
して、不用意にキャップ２が開くことを防止する機構である。ロック機構５は、クリップ
４、スライド部材１２、ロックボタン５、スプリング受け部材１６、コイルスプリング１
７とから構成されている。以下、開閉機構６及びロック機構５を中心に、印鑑付筆記具５
０を構成する各部材について詳細に説明する。
【００２１】
　固定レール７は、縦長の板形状をしている。固定レール７は、筆記具本体１の上部一側
面に、筆記具本体１の一側面に沿って、連結部材８を介して取り付けられている。つまり
、固定レール７は、筆記具本体１の一側面から離間している。図６に示されるように、固
定レール７基端の外側の角７ｂは切り落とされていて、尖鋭な形状の当接部７ａとなって
いる。
【００２２】
　図９にスライド部材１２の詳細図を示し、以下、スライド部材１２の説明をする。図９
において、［１］はスライド部材１２の上面図、［２］はスライド部材１２の側面図、［
３］はスライド部材１２の裏面図、［４］は［２］のＣ矢視図である。本実施形態では、
スライド部材１２は、金属板材を折り曲げ形成したものであるが、スライド部材１２はこ
れに限定されない。図９に示されるように、スライド部材１２は、ロック部１２ａ、側板
部１２ｂ、ヒンジ部１２ｃ、抱持部１２ｄとから構成されている。
【００２３】
　ロック部１２ａは、長方形板形状をしている。ロック部１２ａの中央部には、長方形状
のロック穴１２ｆが形成されている。ロック穴１２ｆの一端には、スライド穴１２ｇが形
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成されている。ロック穴１２ｆとスライド穴１２ｇは、一体となっている。スライド穴１
２ｇの端部は、半円形状をしている。スライド穴１２ｆの幅寸法ｅは、ロック穴１２ｆの
幅寸法ｄよりも狭くなっている。
【００２４】
　ヒンジ部１２ｃは、ロック部１２ａの一端を、側板１２ｂ側に丸めて形成したものであ
り、軸穴１２ｅが形成されている。
【００２５】
　側板部１２ｂは、ロック部１２ａの両側縁を、同じ方向に９０°折り曲げて形成してい
る。側板部１２ｂの下端には、側板部１２ｂの下端に沿って、スライド溝１２ｈが連通形
成されている。ヒンジ部１２ｃと反対側の側板部１２ｂの端部には、ヒンジ部１２ｃと反
対側方向に延出する傾動抑止片１２ｋが形成されている。図９の［１］、［２］に示され
るように、傾動抑止片１２ｋは、ロック部１２ａよりも更に延出している。図９の［２］
に示されるように、傾動抑止片１２ｋ先端のロック部１２ａ側の角１２ｍは切り落とされ
、傾斜縁１２ｎが形成されている。
【００２６】
　ヒンジ部１２ｃが形成されている側の、ロック部１２ａの端部には、側板部１２ｂの形
成方向と反対側に突出する突起１２ｉが形成されている。突起１２ｉは半球形状であり、
突起１２ｉの縦断面形状は円弧形状となっている。
【００２７】
　図９の［２］、［４］において、抱持部１２ｄは、側板部１２ｂの下方に延設されてい
る。図９の［４］において、抱持部１２ｄの下端は、内側に折り曲げられて、抱持片１２
ｊとなっている。一対の抱持部１２ｄと、抱持片１２ｊにより構成される空間は、固定レ
ール配置部１２ｐとなっている。
【００２８】
　図４、図５、図８に示されるように、スライド部材１２の固定レール配置部１２ｐに、
固定レール７が配置されている。スライド部材１２の抱持部１２ｄと抱持片１２ｊで、固
定レール７を抱持し、スライド部材１２が固定レール７にスライド自在に取り付けられて
いる。スライド部材１２のロック部１２ａは、固定レール７と対向している。
【００２９】
　図１０にクリップ４の詳細図を示し、以下、クリップ４の説明をする。図１０において
、［１］はクリップ４の上面図、［２］はクリップ４の側面図、［３］はクリップ４の裏
面図、［４］は［２］のＤ－Ｄ断面図である。本実施形態では、クリップ４は、金属板材
を折り曲げて形成したものであるが、クリップ４はこれに限定されない。図１０に示され
るように、クリップ４は、縦長板形状の表部４ｅの両側縁を同じ方向に９０°折り曲げて
、側板部４ａを形成している。
【００３０】
　表部４ｅの基端部分には、ロックボタン用穴４ｂが形成されている。両側板部４ａの外
縁は、更に内側に折り曲げられて、係合片４ｃが形成されている。係合片４ｃが形成され
ている位置は、クリップ４の長手方向に関し、ロックボタン用穴４ｂが形成されている位
置と同じ位置である。表部４ｅの基端には、ロック片４ｄが延出形成されている。
【００３１】
　図４、図５、図８に示されるように、クリップ４の係合片４ｃは、スライド部材１２の
スライド溝１２ｈと係合し、クリップ４はスライド部材１２にスライド自在に取り付けら
れている。スライド部材１２のスライド溝１２ｈの長さ寸法ｈは、クリップ４の係合片４
ｃの長さ寸法ｉよりも長くなっているので、クリップ４がスライド部材１２に対して、ス
ライドできるようになっている。クリップ４の表部４ｅ及びロック片４ｄは、スライド部
材１２のロック部１２ａと対向している。
【００３２】
　図４、図５、図８に示されるように、スライド部材１２の両側板部１２ｂは、クリップ
４の表部４ｅと一対の側板部４ａとから構成される空間内に配置されている。また、対向
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する側板部４ａの内側寸法ｑを、対向する側板部１２ｂ外側寸法ｐ（図９の［１］に示す
）よりも僅かに大きく設定している。このため、クリップ４の側板部４ａが、スライド部
材１２の側板部１２ｂと当接し、クリップ４がスライド部材１２に対してがたつくことを
抑止している。
【００３３】
　図２に示されるように、クリップ４の先端は、筆記具本体１の一側面と当接している。
クリップ４の側板部４ａと筆記具本体１の一側面との間で、胸ポケット等を挟持し、印鑑
付筆記具５０を胸ポケット等に差し込んで保持することができるようになっている。
【００３４】
　図１１にロックボタン１５の詳細図を示し、以下、ロックボタン１５について説明をす
る。図１１において、［１］はロックボタン１５の上面図、［２］はロックボタン１５の
側面図、［３］はロックボタン１５の下面図、［４］は［１］のＥ－Ｅ断面図、［５］は
ロックボタン１５の斜視図である。ロックボタン１５は、ブロック形状のロック部１５ａ
と、このロック部１５ａ上に突設されたボタン部１５ｂとから構成されている。
【００３５】
　ロック部１５ａの縦寸法ａは、スライド部材１２のロック穴１２ｆの縦寸法ｃよりも僅
かに小さくなっている。ロック部１５ａの幅寸法ｂは、スライド部材１２のロック穴１２
ｆの幅寸法ｄよりも僅かに小さくなっている。このため、ロック部１５ａは、スライド部
材１２のロック穴１２ｆ内に侵入することができるようになっている。一方で、ロック部
１５ａの幅寸法ｂは、スライド部材１２のスライド穴１２ｆの幅寸法ｅよりも大きくなっ
ている。このため、ロックボタン１５のロック部１５ａは、スライド部材１２のスライド
穴１２ｆ内に侵入できないようになっている。また、ロックボタン１５のボタン部１５ｂ
の幅寸法ｆは、スライド部材１２のスライド穴１２ｇの幅寸法ｅよりも僅かに小さくなっ
ている。このため、ロックボタン１５のボタン部１５ｂが、スライド部材１２のスライド
穴１２ｇ内に侵入することができるようになっている。
【００３６】
　ロック部１５ｂの底面には、スプリング穴１５ｃが形成されている。
【００３７】
　ボタン部１５ｂの外縁形状は、クリップ４のロックボタン用穴４ｂの外縁形状よりも僅
かに小さくなっている。本実施形態では、ボタン部１５ｂ及びロックボタン用穴４ｂの外
縁形状は、長穴形状をしている。ボタン部１５ｂは、クリップ４のロックボタン用穴４ｂ
内に侵入することができるようになっている。
【００３８】
　図１２に、スプリング受け部材１６の詳細図を示し、以下、スプリング受け部材１６に
ついて説明をする。図１２において、［１］はスプリング受け部材１６の上面図、［２］
はスプリング受け部材１６の側面図である。スプリング受け部材１６は、基板１６ａと、
この基板１６ａに突設された支持部１６ｂとから構成されている。支持部１６ｂの断面形
状は、円形状をしている。
【００３９】
　図２、図４、図６、図８に示されるように、キャップ２が閉じられた状態では、ボタン
部１５は、ボタン部１５ｂがクリップ４のロックボタン用穴４ｂ内に侵入して互いに係合
し、且つ、ロック部１５ａがスライド部材１２のロック穴１２ｆ内に侵入して互いに係合
した状態で、クリップ４内に配設されている。スプリング受部材１６の支持部１６ｂが、
ロックボタン１５のスプリング穴１５ｃ内に侵入した状態で、スプリング受け部材１６が
、固定レール７上に配設されている。ロックボタン１５のスプリング穴１５ｃ内には、コ
イルスプリング１７が配設されている。コイルスプリング１７内に、スプリング受部材１
６の支持部１６ｂが侵入して、支持部１６ｂがスプリング１７を支持している。コイルス
プリング１７の一端は、スプリング受部材１６の基板１６ａと当接し、基板１６ａがコイ
ルスプリング１７の一端を受けている。
【００４０】
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　キャップ２が閉じられた状態では、ロックボタン１５は、コイルスプリング１７により
、クリップ４のロックボタン用穴４ｂ側に付勢され、ボタン部１５ｂがロックボタン用穴
４ｂから外部へ突出している。ロックボタン１５のボタン部１５ｂがクリップ４のロック
ボタン用穴４ｂから突出しているので、ロックボタン１５がクリップ４と一体となって移
動するようになっている。この状態では、ロックボタン１５の係合部１５ａが、スライド
部材１２の係合穴１２ｆと係合し、スライド穴１２ｇ側に移動することができないので、
クリップ４が、スライド部材１２に対してスライドしないようになっている。
【００４１】
　ロックボタン１５の係合部１５ａが、スライド部材１２の係合穴１２ｆと係合している
状態（図２、図４、図６、図８の状態）から、ロックボタン１５のボタン部１５を押し下
げると、ロックボタン１５の係合部１５ａと、スライド部材１２の係合穴１２ｆとの係合
が外れる。この状態では、クリップ４を筆記具本体１の先端側にスライドさせることがで
きるようになっている。図３、図５、図７は、クリップ４を筆記具本体１の先端側にスラ
イドさせた状態である。なお、スプリング１７を、スプリング受け部材１６の基板１６ａ
で受けることにしたので、スプリング１７が直接固定レール７と接触することなく、スム
ーズにクリップ４をスライドさせることができるようになっている。
【００４２】
　図１の［２］は、キャップ２のヒンジ結合部分の詳細図である。キャップ２は、扁平な
有底筒状をしている。図１～図３に示されるように、キャップ２の一側面には、結合部２
ａが突設されている。結合部２ａには、結合部２ａの幅方向を連通するヒンジ穴２ｂが形
成されている。また、結合部２ａの側端面上には、ロック凹部２ｃが凹陥形成されている
。図１の［２］に示されるように、ロック凹部２ｃの幅寸法ｊは、クリップ４のロック片
４ｄの幅寸法ｋよりも大きくなっている。このため後述するように、クリップ４のロック
片４ｄが、キャップ２のロック凹部２ｃ内に侵入することができるようになっている。
【００４３】
　枢軸２１が、キャップ２のヒンジ穴２ｂ及びスライド部材１２の軸穴１２ｅ内に配設さ
れて、キャップ２がスライド部材１２にヒンジ結合されている。図２や図３に示されるよ
うに、キャップ２の結合部２ａの内側には、スライド部材１２のヒンジ部１２ｃを押圧す
る折曲スプリング２０が取り付けられている。折曲スプリング２０は、キャップ２を常時
閉じる方向に付勢し、キャップ２が確実に筆記具本体１の印鑑収納部１ａを閉塞するよう
になっている。
【００４４】
　図１や図２に示されるように、キャップ２を閉じた状態では、クリップ４のロック片４
ｄは、キャップ２のロック凹部２ｃと当接し、ロックしている。このため、キャップ２が
開かないようになっている。
【００４５】
　一方で、前述したように、ロックボタン１５を押圧して、クリップ４を筆記具本体１の
先端側にスライドさせると、クリップ４のロック片４ｄが、キャップ２のロック凹部２ｃ
から退避し、キャップ２を開くことが可能な状態となる。更に、クリップ４を筆記具本体
１の先端側にスライドさせると、キャップ２の結合部２ａの内側が、固定レール７の当接
部７ａと当接し、キャップ２が、スライド部材１２の軸穴１２ｅを中心に回動し、キャッ
プ２が開く。前述したように、固定レール７基端の外側の角７ｂを切り落としたので（図
６に示す）、クリップ４を筆記具本体１の先端側にスライドさせると、スライド部材１２
のヒンジ部１２ｃが固定レール７上に導かれるようになっている。
【００４６】
　更に、クリップ４を筆記具本体１の先端側にスライドさせると、キャップ２が、筆記具
本体１の一側面に退避し、キャップ２が印鑑３の先端から突出しない状態（図３の状態）
になり、印鑑３を押印することが可能となる。この状態では、コイルスプリング１７が、
スプリング受け部材１６を固定レール７に圧接するので、印鑑３の印字面を下側に向けて
も、キャップ２やクリップ４が重力により下側にスライドすることがなく、キャップ２が
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閉じられることがない。
【００４７】
　なお、キャップ２が完全に開いた図３の状態では、クリップ４のロック片４ｄの先端が
、キャップ２のロック凹部２ｃと当接し、キャップ２が更に開く方向に回動することを防
止している。このため、キャップ２が、がたつかずに、筆記具本体１に対して固定される
ようになっている。
【００４８】
　なお、図３に示されるように、クリップ４の途中部分に、筆記具本体１側に突出する突
起２２を設けると、うっかりキャップ２を閉じ忘れた状態で、胸ポケットにクリップ４を
引っ掛けて、印鑑付筆記具５０を胸ポケットに差し込んだ場合であっても、胸ポケットの
上端に、前記突起２２が引っかかり、図３において、クリップ４が上方にスライドし、キ
ャップ２が自動的に閉じる。このため、キャップ２が開いた状態で、印鑑付筆記具５０が
胸ポケットの差し込まれることがなく、印鑑３で胸ポケットが汚れることを防止すること
が可能となる。
【００４９】
（本発明の作用）
　本発明では、キャップ２を開ける際及びキャップ２を閉じる際の、クリップ４のがたつ
きを防止するために、スライド部材１２のロック部１２ａに突起１２ｉを設けている。図
７に示されるように、スライド部材１２の突起１２ｉとヒンジ部１２ｃの厚さ寸法の合計
寸法ｎを、クリップ４の表部４ｅと固定レール７との離間寸法ｍと、殆ど同一又は僅かに
小さい寸法に設定している。このため、クリップ４の表部４ｅの裏面側が、常に、スライ
ド部材１２の突起１２ｉと当接し、クリップ４の固定レール７に対するがたつきを防止す
ることが可能となっている。
【００５０】
　また、本実施形態では、図７に示されるように、突起１２ｉの縦断面形状を円弧形状と
したので、突起１２ｉがクリップ４の表部４ｅの裏面と点接触し、クリップ４をスライド
させる際の摺動抵抗を低減することができ、クリップ４をスライド部材１２に対してスム
ーズにスライドさせることが可能となっている。
【００５１】
　更に、本発明では、側板部１２ｂの端部に傾動抑止片１２ｋを形成し、側板部１２ｂの
長さ寸法ｒ（図９に示す）を長くしている。このため、図１３に示されるように、傾動抑
止片１２ｋが無い場合（図１３の［１］）のスライド部材１２に対するクリップ４の傾動
角度αに比べて、傾動抑止片１２ｋを設けると（図１３の［２］）、スライド部材１２に
対するクリップ４の傾動角度βを小さくすることができ、クリップ４のスライド部材１２
に対する傾動を抑止し、クリップ４をスライドさせる際のクリップ４のスライド部材１２
に対する揺動を抑止することが可能となる。
【００５２】
　また本実施形態では、図６に示されるように、傾動抑止片１２ｋ先端の角１２ｍを切り
落として、傾斜縁１２ｎを形成したので、クリップ４をスライドさせる際に、前記角１２
ｍがクリップ４の表部４ｅの裏面と接触することを防止し、クリップ４がスライド部材１
２に対してスムーズにスライドするようになっている。
【００５３】
（第２の実施形態の説明）
　図１４に第２の実施形態の印鑑付筆記具６０の横断面図を示し、以下第２の実施形態に
ついて本発明を説明する。第２の実施形態の印鑑付筆記具６０は、クリップ４を短くして
、ロック部材４ｆとし、固定レール７の先端に、筆記具本体１の一側面と当接するクリッ
プホルダー２４を取り付け、固定レール７にクリップとしての機能を持たせた実施形態で
ある。ロック部材４ｆの構造は、クリップとして機能しない以外は、第１の実施形態のク
リップ４と同じ構造である。
【００５４】
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（総括）
　なお、筆記具の上部に印鑑を設けた実施形態について本発明を説明したが、本発明のキ
ャップ付印鑑は、これに限定されず、筆記具を有さないキャップ付き印鑑について本発明
を適用可能なことは言うまでもない。
【００５５】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ好ましいと思われる実施形態に
関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定され
るものではなく、請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に
反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴うキャップ付印鑑もまた技術的
範囲に包含されるものとして理解されなければならない。      
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施の形態を示した、印鑑付筆記具の正面図及び要部拡大図である。
【図２】要部の側断面図である。（キャップを閉じた状態）
【図３】要部の側断面図である。（キャップを開けた状態）
【図４】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図５】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図６】スライド機構の断面図である。（キャップを閉じた状態）
【図７】スライド機構の断面図である。（キャップを開けた状態）
【図８】ロック機構の断面図である。（図２のＡ－Ａ断面）
【図９】スライド部材の詳細図である。
【図１０】クリップの詳細図である。
【図１１】ロックボタンの詳細図である。
【図１２】スプリング受けの詳細図である。
【図１３】傾動抑止片の作用の説明図である。
【図１４】第２の実施形態の側断面図である。
【図１５】従来の印鑑付筆記具の側断面図である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　　筆記具本体
　１ａ　　印鑑収納部
　２　　　キャップ
　２ａ　　結合部
　２ｂ　　ヒンジ穴
　２ｃ　　ロック凹部
　３　　　印鑑
　４　　　クリップ
　４ａ　　側板部
　４ｂ　　ロックボタン用穴
　４ｃ　　係合片
　４ｄ　　ロック片
　４ｅ　　表部
　４ｆ　　ロック部材（第２の実施形態）
　５　　　ロック機構
　６　　　開閉機構
　７　　　固定レール
　７ａ　　当接部
　７ｂ　　角
　８　　　連結部材
　１２　　スライド部材
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　１２ａ　ロック部
　１２ｂ　側板部
　１２ｃ　ヒンジ部
　１２ｄ　抱持部
　１２ｅ　軸穴
　１２ｆ　ロック穴
　１２ｇ　スライド穴
　１２ｈ　スライド溝
　１２ｉ　突起
　１２ｊ　抱持片
　１２ｋ　傾動抑止片
　１２ｍ　角
　１２ｎ　傾斜縁
　１２ｐ　固定レール配置部
　１５　　ロックボタン
　１５ａ　ロック部
　１５ｂ　ボタン部
　１５ｃ　スプリング穴
　１６　　スプリング受け部材
　１６ａ　基板
　１６ｂ　支持部
　１７　　スプリング
　２０　　折曲スプリング
　２１　　枢軸
　２２　　突起
　２４　　クリップホルダー（第２の実施形態）
　５０　　印鑑付筆記具（第１の実施形態）
　６０　　印鑑付筆記具（第２の実施形態）
　１０１　　筆記具本体
　１０１ａ　印鑑収納部
　１０２　　キャップ
　１０２ａ　結合部
　１０３　　印鑑
　１０４　　ロック部材
　１０４ｄ　ロック片
　１０７　　クリップ
　１１２　　スライド部材
　１１２ｃ　ヒンジ部
　１１５　　ロックボタン
　１５０　　従来の印鑑付筆記具
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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